
 相模原市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和６年３月３０日 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市条例第３１号 

 

相模原市市税条例の一部を改正する条例 

相模原市市税条例(平成１６年相模原市条例第７号)の一部を次のように改正する。 

附則第４条中「地方税法等の一部を改正する法律(令和３年法律第７号)附則第

１４条」を「地方税法等の一部を改正する法律(令和６年法律第４号)附則第２１

条」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改める。 

附則第４条の２第７項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第

２５項第３号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２５項第２号ロ」を「附

則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第２

号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５

条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２５項第４号イ」に改め、同条第１１項

中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、

同条第１２項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４

号ハ」に改め、同条第１４項を削り、同条第１５項中「附則第１５条第３３項」を

「附則第１５条第３２項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「附

則第１５条第４２項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第１５項と

し、同条第１７項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４２項」に改め、

同項を同条第１６項とし、同条第１８項を同条第１７項とし、同条第１９項を同条

第１８項とする。 

附則第４条の３第２項中「附則第７条第１７項」を「附則第７条第１８項」に改

める。 

附 則 

(施行期日) 



１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の附則第４条の規定は、令和６年度以後の年度分の固定資産税及び都市

計画税について適用し、令和５年度分までの固定資産税及び都市計画税について

は、なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法等の一

部を改正する法律(令和６年法律第４号)第１条の規定による改正前の地方税法

(昭和２５年法律第２２６号)附則第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る

同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定

資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 


